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平成 30 年 11 月吉日 

第８６回ファインビット通信 

中村 中 

１、 「トヨタ・マツダの金融統合」と金融機関の変化 

 

 

 

 

 トヨタ・マツダの金融統合は、車の購入者にと

っては、ローン金利や融資条件の緩和が得ら

れ、有難いことです。また、トヨタ・マツダ、

また、最終的な資金供給者の三井住友銀行も、

メリットは大いにあると思います。 

これを具体的に仮定の数値で、概観してみる

と、右の図になります。 

トヨタファイナンスサービスサービスグループ

は三井住友銀行から 2％で調達し、0.5%鞘を乗

せて 2.5%で融資し、マツダ SMM オートファイ

ナンスは三井住友銀行から 3%で調達し、0.5%

鞘を乗せて 3.5%で融資していると仮定します。

もしも、両者が金融統合すれば、調達金額が増

従来は、金融機関の論理で融資条件は

決まっていたが、今後は事業者・借り手

の論理で融資条件が決定されるかも。 

自動車ローンなどの販売金融の変化

統合前 三井住友銀行

統合後 三井住友銀行
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加しますので、最終的な資金供給者の三井住友銀行からは、約 0.2%安い 1.8%の金利で資

金調達が可能になり、車の購入者には 2.3%で資金提供が出来ることになります。三井住

友銀行としては、この融資には、ほとんど事務手続きの手間が掛かりませんし、融資先も

トヨタ・マツダの傘下の信用力のある企業であって、融資金額も増加しますので、歓迎す

るものと思います。 

しかし、このスキームは、昔ならば大きな問題になったと思います。三井住友銀行は、

転貸融資をすることになるからです。高視聴率番組であった「ドラマ半沢直樹」の「タ

ミヤ電機」への融資を思い出してください。あの半沢直樹が「倍返し」を狙う大和田常

務、その夫人が経営する企業・ラフィットに対して、東京中央銀行がタミヤ電機経由で

禁じ手の「転貸融資」を行ったのです。金融機関は、原則、融資金額を、直接、資金を

使う債務者にしか融資をしてはいけないことになっています。金融機関自身が最終債務

者に資金使途の確認を行わない限り、融資は出来ないことになっています。金融機関は

融資先自身が使う資金しか供給しないことになっているのです。そこで、この転貸融資

を目論んだ大和田常務に対して、半沢直樹が厳しく追求を行ったのです。 

また、この転貸融資は、テロリストや麻薬販売業者また裏世界への資金供給を禁じる

「マネーロンダリング対象の融資」にも共通しており、金融機関としては、絶対に資金

使途確認が出来ず、禁じられている融資なのです。 

その論理からすれば、トヨタ・マツダの金融統合による三井住友銀行の融資は、「転貸

融資」になっています。しかし、今後は、この融資が歓迎される時代になるものと思わ

れます。最終ユーザーである「車の購入者」にとっては、ローン金利や融資条件の緩和

で大きなメリットがあるからです。また、フィンテックや AI 技術によって、金融機関

が中間に入るトヨタ・マツダなどの融資先企業が、最終ユーザーに間違いなく、100%

融資資金を提供することを確認することが出来るようになるからです。さらには、金融

機関は、今でも資金使途に拘束されない「当座貸越融資」や「資本性貸出金」も金融商

品として、資金供給をしているからです。 

因みに、この転貸融資であろうとも、フィンテックや AI 技術で、正しい資金の使い方を

する最終ユーザーに、融資資金が入金されることが確認できるならば、金融機関として

も、新しい融資ルートが見つかることになります。 

例えば、リフォーム資金融資は、種々の改修工事に対して、大工さん、塗装屋さん、電気

屋さん、ガス屋さんなどに支払わなければなりませんが、これを地元の工務店さんがリフ

ォーム依頼者に対しローンを提供し、後日に金融機関がその工務店ローンの合計金額を

融資するならば、リフォーム依頼者や地域の工務店さんも助かりますし、金融機関も資金

使途の確認資料の徴求や融資資金の支払い確認の作業もないままに、融資残高の増加が

図れることになります。連れて、地域の住居が改修され、建物の強度や居住性も増して建

物の減価率は下がり、空き家の賃貸率や転売件数もアップするものと思われます。 

また、大学が入学者の入学金や下宿・引っ越し費用などの金額をローンとして融資し、後

日に、金融機関がその大学に対して入学金等ローンの合計金額を融資するならば、入学者
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も地域の大学も助かりますし、金融機関も資金使途の確認資料の徴求やローン資金の支

払い確認の作業もしないままに、融資残高の増加が図れることになります。このスキーム

が実行されれば、入学者の資金ニーズをカバーでき、大学も多くの学生に門戸を開放する

ことができ、地域の人口増加にも貢献できるかもしれません。 

これらのスキームが普及すれば、金融機関の行員が少なくなったとしても、金融機関のロ

ーン手続きを地域の工務店や大学が引き受けて、リフォーム依頼者や大学入学者の資金

ニーズをローンでカバーして、地域の活性化に貢献することになると思います。 

この動きについて、国としても、既に以下のような動きをしていますし、みずほ銀行とソ

フトバンクも新しい企業を設立しています。 
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２、中村 中は、この 10 月 31 日に認定支援機関に登録しました。 

認定支援機関は、平成 2４年 8 月に誕生しましたが、この機関のベースになっている「中

小企業経営力強化支援法」は、私が中小企業庁に何回も足を運んで、中小企業庁の担当者

と議論を重ねた思い入れの深い法律です。（下段ご参照） 

今年の認定支援機関の更改申請において、モニタリング（監督）と地域連携（通念）が組

み込まれ、認定支援機関が、実質、中小企業の社外役員的な役割を演じることになりまし

た。中小企業の社長の孤立感や不安の解消で、ワンマン体制の是正に貢献でき、「経営者

と法人の関係の明確な区分」の一助になると思いました。拙書「中小企業再生への認定支

援機関の活用マニュアル」の著者としての責任を果たすためにも、私も、新たに認定支援

機関に登録することになりました。具体的には、以下の役割を演じることになります。 
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ID 番号 105213026110 

 

上表の中小企業診断士・中村中の「セールスポイント欄」を拡大。 

 

 

 

 

 

 

28 年間の銀行員経験と 18 年間の経営コンサルタント経験があり、経営指導助言・資金調達コンサルを得意

としている。税理士・公認会計士・金融機関役職員に対する研修・指導の実績があり、講演会も頻繁に行っ

ている。企業再生コンサル実績も約 70 社を超え、著作も 55 冊以上となっている。上場会社の社外役員も

14 年の経験があり、最近では会社法・コーポレートガバナンス・コードの研修依頼も多い。また、私が代

表取締役として経営している㈱ファインビットのホームページには、具体的な活動内容を掲載している。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

これからの３～７の項目については、通信講座「財務金融アドバイザー」の継続会員の皆

様にお送りしている「財金 A 通信１１月号」の抜粋です。ご参考にして下さい。 

 

３、中堅中小企業の取締役会が機能すれば、懸案の「事業承継や経営者保証 

ガイドライン問題」も解決する。 

「中小企業は少子高齢化で後継者がいない」とか、「中小企業経営者の子息は都会生活や大企業

社員でいることが気に入って、中小企業の経営者になることに嫌悪感を持っている」ということ

は、時代の流れで改善策はないと言われていますが、これは本当でしょうか。もしも、中小企業

の経営者の意思決定プロセスが、取締役会を通して、客観的で透明性のあるものであったなら

ば、後継者不足は解消するかもしれません。事業承継の節税対策よりも、前に考える問題とも思

われます。 

上場企業の経営者は、取締役会や情報開示によって、意思決定プロセスが明らかになっており、

中小企業経営者よりもストレスは少なくなっている筈です。客観的で透明性があるからです。特

に、最近の上場企業は、会社法とコーポレートガバナンス・コードを順守していますので、経営

者の意思決定プロセスが明確で記録性も確保されています。しかし、多くの中小企業は、取締役

会は機能不全状況であり、会社法やコーポレートガバナンス・コードにも従っていません。多く

の中小企業は、ワンマン経営となっており、社長の独断専行が当然になっています。そして、取

締役会の運営が会社法違反であるならば、不法行為や違法行為をチェックする監査役の機能もワ

ークしていないと言えます。 

会社法の 362条は以下の通りです。これは、現在は上場企業に限定されるコーポレートガバナン

ス・コードとは違って、上場企業以外にも適用される法律です。 

（省略） 

会社法では、取締役会が、「業務執行の決定」の職務を行うことですから、経営者のストレスは

大いに軽減されます。また、仮に、競争企業の攻勢を防衛するために十分な検討をしないまま、

急いで「業務執行の決定」をしたとしても、取締役会が、「執行の監督」を担ってくれることか

ら、その時の追い込まれた状態での「業務執行の決定」に対するストレスを軽くしてくれます。

大きなプレッシャーになる「後継者を決定すること」においても、取締役会で代表取締役の要件

を検討し、「代表取締役の選定」をしてくれるのです。この取締役会の機能を十分に発揮してい

る企業ならば、「業務執行の決定」「執行の監督」という意思決定プロセスを取締役会自体が担っ

てくれることになります。事業承継で次の経営者になる後継者としては、やはり、大きなストレ

スから解放されることになるのです。 

（省略） 

「経営者保証ガイドライン（以下）」

の「① 法人と経営者との関係の明確

な区分」が達成させたと認められて、

事業承継の大きな障害になる「経営者

保証」の免除も受けられる可能性が高

まることになるのです。 
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４、『財務金融アドバイザー 通信講座（認定証付き）』新規受付の終了。 

この 10 月末日をもって、財務金融アドバイザー通信講座の『 新 規 受 付 』を、終了すること

にしました。 

（省略） 

とはいうものの、「財務金融アドバイザー通信講座」を修了された方々（1,500人の認定者）また

継続会員の皆様は、平成 30年 7月の認定支援機関（経営革新等支援機関）の更新要請事項や、金

融機関から求められるコンサルティング事項には、円滑に処理されているとお聞きしています。 

そこで、銀行機能を習得された税理士等の皆様への、中小企業からの助言・相談・指導のニーズは

大きなものになると思います。実際、認定支援機関の更改手続きの記載例では、「モニタリング」

「地域連携」「中小会計要領等の順守状況」を報告することになっています。上場会社は、既に、

コーポレートガバナンス・コードが浸透し、近々、中堅・中小企業も、取締役会の正常化や情報開

示の徹底も強く要請されることになる筈です。 

いよいよ、「財務金融アドバイザー通信講座」の認定者の時代になるものと思います。 

ついては、私が副理事長を務める「一般社団法人資金調達支援センター」も、この流れに沿って、

金融機関の機能を意欲的に学びたい皆様に対して、新しいサービスを提供することを検討してい

ます。認定者また継続会員の皆様におかれましては、今後の動向を踏まえて、種々のご要望やア

ドバイスを頂きたく思います。 

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

 

５、MPS よもやま話 

事業再生の現場から 

～ 人材採用をする時、どのような基準で判断されていますか？ ～ 

 

最近、若手社員の採用を視野に企業説明会に出展、求職者である 20代の若者と軽い面談をす

る機会があり、感じたことがあります。「自分自身の『長所』と相手の『短所』という、無茶な

基準で人を見ようとしていないか」ということです。 

（省略） 

「この人手不足の環境で、どうやって人材採用をしていけばよいか？」という質問に対し、と

ある先輩コンサルタントがこう答えていました。「『こんな人材が欲しい』と考え過ぎていません

か？逆に『この人を、どうやったら活躍させられるか？』という視点で採用活動をやってみたら

どうでしょうか」。 

誰もが知る大企業や話題のベンチャー企業などでない限り、どこから見てもキラキラ、ぴかぴ

かの人材が来ることはないはず・・・。であれば、各自の個性を見出し、多様な個性を持つチー

ムを作り戦える布陣を敷いていくことが、中小企業にとって有用ではないでしょうか。画一的で

ない人材リソースを持つことは、環境変化へ適応する力にもなるはずです。一人一人の多少の短

所くらい飲み込む懐の深さも備えて。 

 

(株)マネジメントパートナーズ コンサルタント 古坂 真由美 
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６、関西からの一言 

『一般社団法人等の課税の見直し』 

以下、若手の山本税理士と先輩のベテラン田中税理士のやり取りです。 

（省略） 

ベテラン：先ず、特定の一般社団法人等に対する相続税の課税制度が規定されました。同族理事

が理事の過半を占めている等の要件を満たす一般社団法人等を特定一般社団法人等と定

義し、特定一般社団法人等の理事である者が死亡した場合には、当該法人がその純資産額

を死亡の時における同族理事（被相続人を含む。）の数で除して計算した金額に相当する

金額を当該被相続人から遺贈により取得したものとみなして、当該法人に相続税を課税

することとされました。  

（省略） 

新人：しかし、純資産の額をもとに相続税を課すとは・・・。持ち分のない一般社団法人を株式

会社等の持ち分のある会社に置き換えて考えると納得はできますが、今まで無かった規

定ですね。 

ベテラン：相続人に課税するのではなく、あくまで一般社団法人等への負担となります。当然で

すが、法人は相続人ではないため遺贈となり、相続税負担が生じる場合は、２割加算とな

りますし、純資産額により、他の相続人の相続税に影響が出る場合もありますね。 

 

              中村中との共著者、公認会計士・税理士 中村文子 

 

７、メーカー・製造業コンサルタントからの助言 

  前回までの調査で、材料費が徐々に上がり、利益を圧迫しているのではないか、ということま

で確認できました。 

 それでは単純に、材料費を下げるような対応策を取ればよいか、というと、それだけでは漠然

とした対応になりますし、効果もどれくらい生み出せるのか測ることができません。さらに掘り

下げて、①どの商品の材料費が、②どのような理由で、③どれくらいの金額、上がったことで収

益をどの程度圧迫しているのか、把握したうえで、適切な対応策を考えていく必要があります。

また、ここまで調べることで、お客様企業としても、効果をある程度見越して対策に取り組んで

いくことができると考えられます。 

（省略） 

 事業 DD を行い、表面的な問題事象が把握出来たら、いかに深掘りして真の原因を掴むかが重要

です。本事例の場合には、 

 利益が減少 → 材料費が高騰 → （さらに調べたい内容）①どの取引先の製品に影響して

いるか、②どの商品に影響しているか、③価格設定の問題か、④材料購入費の問題か、⑤歩留な

ど品質上の問題か、といった順番で調べていくのが一般的です。 

（省略） 

コンサルタント 川西 智子 

以上 


